
令 和 ６ 年 ３ 月 １ ９ 日

四 国 地 方 整 備 局

松 山 河 川 国 道 事 務 所

『第６回 重信川流域治水協議会』を開催します

～重信川水系流域治水プロジェクト2.0を議論～

◇重信川流域治水協議会では、気候変動による水災害リスクの増大に備えるため、流域

全体のあらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策「流域治水プロ

ジェクト」の取り組みを進めています。

◇今回、気候変動の影響による降雨量の増大に対して、早期に防災・減災を実現するため、

流域の関係者と「重信川水系流域治水プロジェクト 2.0」について議論します。

記

■日 時：令和６年３月２７日（水）１０：００～１１：００

■場 所：松山河川国道事務所 ２階会議室

■議 事：｢別紙１｣のとおり

■協議会構成：｢別紙２｣のとおり

■そ の 他：本会議の開催場所および報道機関による取材につきましては、下記のとおり

別紙３をご確認ください。

１）会議の開催場所 ：｢別紙３－（１）｣

２）報道関係者による取材：｢別紙３－（２）｣

当日は、松山河川国道事務所（対面）での実施としておりますが、関係機関の一部の

参加者はＷＥＢによる参加を予定しています。

※本施策は、四国圏広域地方計画の広域プロジェクト【 No.1 南海トラフ地震を始め

とする大規模災害等への「支国」防災力向上プロジェクト】の取組に該当します。

【問い合わせ先 （◎ 主な問合せ先）】
国土交通省 四国地方整備局

松山河川国道事務所 電話： 089-972-0034（代表） 089-972-0206（直通）

副 所 長（河川） 酒巻 政夫 （内線 204）
さかまき まさ お

◎工 務 第 一 課 長 小谷 精司 （内線 311）
こ たに せい じ
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